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○ 豊 前 市 危 険 ブ ロ ッ ク 塀 等 撤 去 費 補 助 金 交 付 要 綱  

平 成 30年 12月 14日 告 示 第 77号  

豊 前 市 危 険 ブ ロ ッ ク 塀 等 撤 去 費 補 助 金 交 付 要 綱  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 告 示 は ， 地 震 発 生 に お け る ブ ロ ッ ク 塀 等 の 倒 壊 に よ る

被 害 防 止 及 び 避 難 経 路 の 確 保 を す る た め ， 危 険 ブ ロ ッ ク 塀 等 の 撤

去 を 行 う 者 に 対 し ， 補 助 金 を 交 付 す る も の と し ， そ の 交 付 に つ い

て 豊 前 市 補 助 金 交 付 規 則 （ 昭 和 43年 規 則 第 10号 ） に 定 め る も の の

ほ か ， 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 告 示 に お い て ， 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は ， そ れ

ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

(１ ) ブ ロ ッ ク 塀 等  補 強 コ ン ク リ ー ト ブ ロ ッ ク 造 ， 組 積 造 （ れ

ん が 造 ， 石 造 ， コ ン ク リ ー ト ブ ロ ッ ク 造 等 ） の 塀 を い う 。 た だ

し 、 土 留 め ブ ロ ッ ク 塀 等 の 部 分 、 門 扉 、 門 柱 及 び フ ェ ン ス そ の

他 こ れ ら に 類 す る も の と 混 用 の 部 分 を 除 く 。  

(２ ) 道 路  豊 前 市 耐 震 改 修 促 進 計 画 （ 別 紙 ） に 定 め る 通 学 路 及

び 避 難 路 等 の 道 を い う 。  

(３ ) 所 有 者 等  ブ ロ ッ ク 塀 等 の 所 有 者 又 は 管 理 者 （ 国 ， 地 方 公

共 団 体 又 は 都 市 再 生 機 構 に 準 じ る 公 的 事 業 主 体 を 除 く 。 ） を い

う 。  

（ 補 助 対 象 者 ）  

第 ３ 条  こ の 告 示 に 基 づ く 補 助 金 （ 以 下 「 補 助 金 」 と い う 。 ） の 交

付 を 受 け る こ と が で き る 者 （ 以 下 「 補 助 対 象 者 」 と い う 。 ） は ，

ブ ロ ッ ク 塀 等 の 撤 去 を 行 う 所 有 者 等 で ， 次 の 各 号 全 て に 該 当 す る

も の と す る 。  

(１ ) 同 一 敷 地 に お い て ， 補 助 金 の 交 付 を 過 去 に 受 け た こ と が な

い こ と 。  

(２ ) 市 税 等 を 滞 納 し て い な い こ と 。  

(３ ) 豊 前 市 暴 力 団 排 除 条 例 （ 平 成 22年 条 例 第 15号 ） 第 ２ 条 第 ２
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号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 で な い 者 又 は 第 ２ 条 第 １ 号 に 規 定 す る 暴

力 団 若 し く は 暴 力 団 員 と 密 接 な 関 係 を 有 し な い 者  

（ 補 助 対 象 工 事 ）  

第 ４ 条  補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 工 事 （ 以 下 「 補 助 対 象 工 事 」 と

い う 。 ） は ， 市 内 の 道 路 に 面 す る ブ ロ ッ ク 塀 等 で ， 次 の い ず れ か

の 要 件 を 満 た す 高 さ が １ メ ー ト ル 以 上 の ブ ロ ッ ク 塀 等 を 全 て 又 は

一 部 撤 去 す る 工 事 と す る 。 た だ し ， 他 の 制 度 に よ る 補 助 金 の 交 付

を 受 け る も の を 除 く 。  

(１ ) ブ ロ ッ ク 塀 等 の 診 断 カ ル テ で 40点 未 満 の も の  

(２ ) そ の 他 市 長 が 災 害 時 に 安 全 上 支 障 が あ る と 認 め る も の  

２  一 部 撤 去 す る 工 事 は ， 次 の 要 件 全 て を 満 た す も の と す る 。  

(１ ) 事 業 完 了 後 に ブ ロ ッ ク 塀 等 の 診 断 カ ル テ で 70点 以 上 と な る

も の  

(２ ) 事 業 完 了 後 に 高 さ が 1.2メ ー ト ル 以 下 と な る も の  

(３ ) 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25年 法 律 第 201号 ） 第 42条 に 規 定 す る 道

路 内 に 存 し な い も の  

（ 補 助 金 の 額 ）  

第 ５ 条  補 助 金 の 額 は ， １ 敷 地 あ た り 補 助 対 象 工 事 に 要 す る 経 費 の

２ 分 の １ （ 千 円 未 満 切 捨 て ） 又 は 12万 円 の い ず れ か 低 い 額 と す る 。

た だ し ， 予 算 の 範 囲 内 の 額 と す る 。  

（ 事 前 協 議 ）  

第 ６ 条  補 助 対 象 者 は ， 補 助 対 象 工 事 に 着 手 す る 前 に ， 敷 地 ， 道 路

状 況 ， ブ ロ ッ ク 塀 等 の 診 断 内 容 等 に つ い て 市 長 に 協 議 を し な け れ

ば な ら な い 。  

（ 補 助 金 の 交 付 申 請 ）  

第 ７ 条  前 条 の 事 前 協 議 を し た 補 助 対 象 者 が 補 助 金 の 交 付 を 受 け よ

う と す る 場 合 は ， 豊 前 市 危 険 ブ ロ ッ ク 塀 等 撤 去 費 補 助 金 交 付 申 請

書 （ 様 式 第 １ 号 ） に 関 係 書 類 を 添 え て 市 長 に 申 請 し な け れ ば な ら

な い 。  

２  前 項 の 申 請 に お い て ， 補 助 金 に 含 ま れ る 消 費 税 相 当 額 の う ち ，
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消 費 税 法 （ 昭 和 63年 法 律 第 108号 ） に 規 定 す る 仕 入 れ に 係 る 消 費

税 額 と し て 控 除 す る こ と が で き る 部 分 の 金 額 （ 以 下 「 消 費 税 仕 入

控 除 税 額 」 と い う 。 ） が あ る 場 合 の 取 扱 い は ， 第 17条 の と お り と

す る 。  

（ 補 助 金 の 交 付 決 定 ）  

第 ８ 条  市 長 は ， 前 条 に よ る 交 付 申 請 を 受 け た と き は ， そ の 内 容 を

審 査 し ， 必 要 に 応 じ て 現 地 調 査 を 行 い ， 適 当 と 認 め た 場 合 は 補 助

金 の 交 付 を 決 定 し ， 豊 前 市 危 険 ブ ロ ッ ク 塀 等 撤 去 費 補 助 金 交 付 決

定 通 知 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） に よ り ， 申 請 者 に 通 知 す る 。  

２  市 長 は ， 前 項 の 審 査 の 結 果 ， 補 助 金 を 交 付 す る こ と が 不 適 当 と

認 め た 場 合 は ， 豊 前 市 危 険 ブ ロ ッ ク 塀 等 撤 去 費 補 助 金 不 交 付 決 定

通 知 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） に よ り ， 申 請 者 に 通 知 す る 。  

３  市 長 は ， 第 １ 項 の 規 定 に よ る 交 付 決 定 の 通 知 に お い て ， 必 要 が

あ る と き は 補 助 金 の 交 付 に つ い て 条 件 を 付 す こ と が で き る 。  

４  申 請 者 は ， 第 １ 項 の 交 付 決 定 の 通 知 を 受 け た 後 ， 速 や か に 補 助

対 象 工 事 に 着 手 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 交 付 申 請 の 取 下 げ ）  

第 ９ 条  申 請 者 は ， 前 条 の 規 定 に よ る 補 助 金 交 付 決 定 の 通 知 を 受 け

た 後 ， 事 情 に よ り 事 業 を 中 止 し ， 又 は 廃 止 す る 場 合 に お い て は ，

速 や か に 豊 前 市 危 険 ブ ロ ッ ク 塀 等 撤 去 費 補 助 金 交 付 申 請 取 下 届

（ 様 式 第 ４ 号 ） に よ り 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 規 定 に よ る 補 助 金 交 付 申 請 取 下 届 の 提 出 が あ っ た と き は ，

市 長 は ， 当 該 補 助 金 の 交 付 の 決 定 を 取 り 消 す も の と す る 。  

（ 交 付 申 請 の 内 容 の 変 更 ）  

第 10条  申 請 者 は ， 第 ８ 条 の 規 定 に よ る 交 付 決 定 の 通 知 を 受 け た 後 ，

事 情 に よ り 交 付 申 請 の 内 容 を 変 更 す る と き は ， 速 や か に 豊 前 市 危

険 ブ ロ ッ ク 塀 等 撤 去 費 補 助 金 交 付 変 更 申 請 書 （ 様 式 第 ５ 号 ） に 関

係 書 類 を 添 え て 市 長 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。  

２  第 ８ 条 の 規 定 は ， 前 項 の 場 合 に 準 用 す る 。  

３  交 付 決 定 額 の 変 更 を 伴 わ な い 軽 微 な 変 更 が 生 じ る 場 合 は ， 速 や
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か に 豊 前 市 危 険 ブ ロ ッ ク 塀 等 撤 去 費 補 助 金 交 付 申 請 内 容 変 更 届

（ 様 式 第 ６ 号 ） を 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

（ 実 績 報 告 ）  

第 11条  申 請 者 は ， 補 助 事 業 が 完 了 し た と き は ， 補 助 事 業 完 了 の 日

か ら 起 算 し て 30日 を 経 過 し た 日 又 は 事 業 実 施 年 度 の ２ 月 末 日 の い

ず れ か 早 い 日 ま で に 豊 前 市 危 険 ブ ロ ッ ク 塀 等 撤 去 費 補 助 金 完 了 実

績 報 告 書 （ 様 式 第 ７ 号 ） 及 び 関 係 書 類 を 添 え て 市 長 に 報 告 し な け

れ ば な ら な い 。  

（ 補 助 金 の 額 の 確 定 ）  

第 12条  市 長 は ， 前 条 の 規 定 に よ る 実 績 報 告 を 受 け た と き は ， そ の

報 告 内 容 を 審 査 し ， 必 要 に 応 じ て 現 地 調 査 等 を 行 い ， 報 告 に 係 る

補 助 事 業 の 成 果 が 補 助 金 の 交 付 決 定 の 内 容 及 び こ れ に 付 し た 条 件

に 適 合 す る と 認 め た 場 合 は ， 交 付 す べ き 補 助 金 の 額 を 確 定 し ， 豊

前 市 危 険 ブ ロ ッ ク 塀 等 撤 去 費 補 助 金 額 確 定 通 知 書 （ 様 式 第 ８ 号 ）

に よ り 当 該 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 補 助 金 の 請 求 ）  

第 13条  前 条 の 規 定 に よ る 補 助 金 の 額 の 確 定 通 知 を 受 け た 申 請 者 は ，

豊 前 市 危 険 ブ ロ ッ ク 塀 等 撤 去 費 補 助 金 交 付 請 求 書 （ 様 式 第 ９ 号 ）

を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 補 助 金 の 交 付 ）  

第 14条  市 長 は ， 豊 前 市 危 険 ブ ロ ッ ク 塀 等 撤 去 費 補 助 金 交 付 請 求 書

の 提 出 が あ っ た と き は ， 補 助 金 を 交 付 す る も の と す る 。  

（ 交 付 決 定 の 取 消 し ）  

第 15条  市 長 は ， 申 請 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 認 め る

と き は ， 補 助 金 の 交 付 決 定 の 全 部 又 は 一 部 を 取 り 消 す こ と が で き

る 。  

(１ ) 偽 り そ の 他 不 正 な 手 段 に よ り 補 助 金 の 交 付 の 決 定 を 受 け た

と き 。  

(２ ) 補 助 金 を 補 助 事 業 以 外 の 用 途 に 使 用 し た と き 。  

(３ ) そ の 他 市 長 が 不 適 当 と 認 め る 事 由 が 生 じ た と き 。  
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２  前 項 の 規 定 は ， 第 12条 の 補 助 金 の 額 の 確 定 通 知 を 行 っ た 後 に お

い て も 同 様 と す る 。  

３  市 長 は ， 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 補 助 金 の 交 付 決 定 を 取 り 消 し た

と き は ， 豊 前 市 危 険 ブ ロ ッ ク 塀 等 撤 去 費 補 助 金 交 付 決 定 取 消 通 知

書 （ 様 式 第 10号 ） に よ り 申 請 者 に 対 し 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 補 助 金 の 返 還 ）  

第 16条  市 長 は ， 前 条 に よ り 補 助 金 の 交 付 の 決 定 を 取 り 消 し た 場 合

に お い て ， 当 該 取 消 し に 係 る 部 分 に 関 し ， す で に 補 助 金 が 交 付 さ

れ て い る と き は ， 豊 前 市 危 険 ブ ロ ッ ク 塀 等 撤 去 費 補 助 金 返 還 命 令

書 （ 様 式 第 11号 ） に よ り 期 限 を 定 め て そ の 返 還 を 命 じ る こ と が で

き る 。  

（ 消 費 税 仕 入 控 除 税 額 等 に 係 る 取 扱 い ）  

第 17条  申 請 者 は ， 第 ７ 条 の 規 定 に よ る 補 助 金 の 交 付 申 請 に お い て ，

当 該 補 助 金 に 係 る 消 費 税 仕 入 控 除 税 額 等 （ 消 費 税 仕 入 控 除 税 額 と

当 該 金 額 に 地 方 税 法 （ 昭 和 25年 法 律 第 226号 ） に 規 定 す る 地 方 消

費 税 の 税 率 を 乗 じ て 得 た 額 と の 合 計 額 に ， 補 助 金 の 額 を 補 助 対 象

経 費 で 除 し て 得 た 率 を 乗 じ て 得 た 金 額 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） が あ

る 場 合 に は ， こ れ を 減 額 し て 申 請 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し ，

申 請 時 に 消 費 税 仕 入 控 除 税 額 等 が 明 ら か で な い 場 合 は ， こ の 限 り

で な い 。  

２  申 請 者 は ， 第 11条 の 規 定 に よ る 実 績 報 告 書 を 提 出 す る に 当 た っ

て ， 消 費 税 仕 入 控 除 税 額 等 が 明 ら か に な っ た 場 合 は ， こ れ を 補 助

金 の 額 か ら 減 額 し て 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

３  申 請 者 は ， 実 績 報 告 書 を 提 出 し た 後 に お い て ， 消 費 税 及 び 地 方

消 費 税 の 申 告 に よ り 消 費 税 仕 入 控 除 税 額 等 が 確 定 し た 場 合 に は ，

そ の 金 額 （ 前 ２ 項 の 規 定 に よ り 減 額 し た 場 合 に あ っ て は ， そ の 金

額 が 当 該 減 じ た 額 を 上 回 る 部 分 の 金 額 ） を 消 費 税 仕 入 控 除 税 額 等

報 告 書 （ 様 式 第 12号 ） に 関 係 書 類 を 添 え て ， 速 や か に 市 長 に 報 告

す る と と も に ， こ れ を 市 に 返 還 し な け れ ば な ら な い 。  

（ そ の 他 ）  
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第 18条  こ の 告 示 に 定 め る も の の ほ か ， 補 助 金 の 交 付 に 関 し 必 要 な

事 項 は ， 市 長 が 別 に 定 め る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 等 ）  

１  こ の 告 示 は ， 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

２  こ の 告 示 は ， 令 和 ９ 年 ３ 月 31日 限 り ， そ の 効 力 を 失 う 。 た だ し ，

令 和 ９ 年 ２ 月 末 日 ま で に 実 績 報 告 を し た 者 の 補 助 金 に つ い て は ，

同 日 後 も ， な お そ の 効 力 を 有 す る 。  

様 式 （ 省 略 ）  

附  則 （ 令 和 ３ 年 ３ 月 １ ０ 日 告 示 第 13号 ）  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 告 示 は ， 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し ， 第 ２ 条 及 び 第 ５

条 の 改 正 規 定 は ， 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  改 正 後 の 第 ２ 条 及 び 第 ５ 条 の 規 定 は ， 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 以 後 に

着 手 す る 工 事 に 対 す る 補 助 金 か ら 適 用 し ， 同 日 前 に 着 手 し た 工 事

に 対 す る 補 助 金 に つ い て は ， な お 従 前 の 例 に よ る 。  

 


